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大村市個人情報の保護に関する法律施行条例の概要（第１号議案関係）

１ 制定の理由

個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度に

ついて、改正後の個人情報の保護に関する法律（以下「改正法」という。）が適用

されることに伴い、改正法の施行に関し必要な事項を定める。

２ 条例の主な内容

(1) 実施機関について（第２条関係）

改正法が適用される市の機関は、次のとおりとする。

市長、上下水道事業管理者、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、選

挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

※ なお、現行の大村市個人情報保護条例（以下「現行条例」という。）において

実施機関となっている議会については、改正法の適用対象から除外されている。

(2) 開示決定等の期限等について（第３条・第４条関係）

次のとおり現行条例と同様の規定を設けるとともに、改正法に準じ、新たに

特例の期限を設定する。

※ 特例の期限は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量で事務の遂行に

著しい支障が生ずるおそれがある場合に適用

(3) 費用負担について（第５条関係）

現行条例と同様に、手数料は無料とし、写しの交付に係る実費相当額を徴収

する。

(4) 審査会への諮問について（第６条関係）

次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保する

ため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、

審査会等の機関に諮問することができる旨を規定する。

ア 法第６６条第１項の規定による安全管理措置の基準を定める場合

イ 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとす

る場合

改正法 新条例

通常の期限 ３０日以内

延長の期限 ３０日以内

特例の期限 相当の期間

通常の期限 １４日以内

延長の期限 ３０日以内

特例の期限 相当の期間
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(5) 実施状況の公表について（第７条関係）

現行条例と同様に、毎年、開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る実施

状況を公表する。

(6) その他

附則において、関係条例を整理する。

ア 大村市個人情報保護条例の廃止

イ 大村市手数料条例の一部改正

ウ 大村市情報公開条例の一部改正

エ 大村市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正

３ 施行期日

令和５年４月１日
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大
村
市
手
数
料
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（

附
則
第
４
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

別
表
第
３
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
３
（
第
２

条
関
係
）

項
手

数
料

を
徴

収
す

る

事
項

手
数

料
の

金
額

略 ２
大

村
市

情
報

公
開

条

例
（

平
成

１
２

年
大

村

市
条

例
第

２
０

号
）
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
交

付
及

び
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律
（

平
成

１
５

年
法

律
第

５
７

号
）
第

８
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

交
付

に
係

る
手
数
料

複
写

機
及

び

電
磁

的
記

録

を
用

紙
に

出

力
し

た
も

の

に
よ
る
も
の

カ
ラ
ー
以
外

１
枚
（
片
面
）

に
つ

き
１

０

円

カ
ラ
ー

１
枚
（
片
面
）

に
つ

き
５

０

円

略

項
手

数
料

を
徴

収
す

る

事
項

手
数
料
の
金
額

略 ２
大

村
市

情
報

公
開

条

例
（
平
成

１
２
年
大
村

市
条

例
第

２
０

号
）
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
交

付
及

び
大

村
市

個
人

情
報

保
護

条
例
（

平
成

１
７

年
大

村
市

条
例

第
２

号
）
第

２
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

交
付

に
係

る
手

数
料

複
写

機
及

び

電
磁

的
記

録

を
用

紙
に

出

力
し

た
も

の

に
よ
る
も
の

カ
ラ
ー
以
外

１
枚
（
片
面
）

に
つ

き
１

０

円

カ
ラ
ー

１
枚
（
片
面
）

に
つ

き
５

０

円

略
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大
村
市
情
報
公
開
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

（
附
則
第
５
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
公
開
の
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

第
７
条

実
施
機
関
は
、
公
文
書
の
公
開
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請

求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
１
４
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
公
文
書
の
公

開
を
す
る
か
否
か
の
決
定
、
第
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
の
請
求
を
拒
否

す
る

旨
の

決
定

又
は

公
開

の
請

求
に

係
る

公
文

書
を

保
有

し
て

い
な

い
旨

の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
略

３
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
、
第
１
項
の
期
間
内
に
同
項

の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
期
間
を
、
そ
の
満
了
す
る

日
か
ら
３
０
日
を
限
度
と
し
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
書
面
に
よ
り
延
長
の
期
間
及
び
理
由
を
請

求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

略

（
公
開
の
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

第
７
条

実
施
機
関
は
、
公
文
書
の
公
開
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請

求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
公

文
書
の
公
開
を
す
る
か
否
か
の
決
定
、
第
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
の
請

求
を

拒
否

す
る

旨
の

決
定

又
は

公
開

の
請

求
に

係
る

公
文

書
を

保
有

し
て

い
な
い
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
略

３
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
１
項
の
期
間
内
に
同
項

の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
期
間
を
、
そ
の
満
了
す
る

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
０

日
を

限
度

と
し

て
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
書
面
に
よ
り
延
長
の

期
間
及
び
理
由
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

略

（ 4 ）



大
村
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
(
附
則
第
６
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
設
置
）

第
１
条

大
村
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

１
２
年
大
村
市
条
例
第
２
０
号
。
以

下
「
情
報
公
開
条
例
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
１

５
年

法
律

第
５

７
号

。
以

下
「

個
人

情
報

保
護

法
」
と

い
う

。
）
及

び

大
村
市
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
５
年
大
村
市
条

例
第

号
。
以
下
「
法
施
行
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
運
用
を
図
る
た

め
、
大

村
市

情
報

公
開
・
個

人
情

報
保

護
審

査
会
（

以
下
「

審
査

会
」
と

い

う
。
）
を

置
く
。

（
所
掌
事
務

）

第
２
条

審
査
会
は
、
実
施
機
関
（
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
１
号
及
び
法
施

行
条
例
第

２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

諮
問
に
応

じ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

(
1
)
略

(
2
)

個
人

情
報

保
護

法
第

１
０

５
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

条
第

１
項
の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項

(
3
)
法
施
行
条
例
第
６
条
に
規
定
す
る
事
項

（
設
置
）

第
１
条

大
村
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
１
２
年
大
村
市
条
例
第
２
０
号
。
以

下
「

情
報

公
開

条
例

」
と

い
う

。
）
及

び
大

村
市

個
人

情
報

保
護

条
例
（

平

成
１
７
年
大
村

市
条
例
第
２
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
と
い
う
。
）

の
適
正
な
運
用

を
図
る
た
め
、
大
村
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

（
以
下
「
審
査

会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
２
条

審
査
会

は
、
実
施
機
関
（
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
１
号
及
び
個
人

情
報

保
護

条
例

第
２

条
第

１
号

に
規

定
す

る
実

施
機

関
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の
諮
問

に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

(
1
)
略

(
2
)

個
人

情
報

保
護

条
例

第
９

条
第

２
項

第
７

号
の

規
定

に
よ

る
保

有
個

人
情
報
（
個
人
情
報
保
護
条
例
第
２
条
第
５
号
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情

報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
事
項

(
3
)

個
人

情
報

保
護

条
例

第
１

０
条

第
２

号
の

規
定

に
よ

る
保

有
個

人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
事
項

(
4
)
個
人
情
報

保
護
条
例
第
３
７
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項
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改
正
後

改
正
前

（
審
査
会
の
調
査
権
限
）

第
６
条

審
査
会
は
、
第
２
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
審

査
請
求
事
件
」
と
い
う
。
）
の
調
査
審
議
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
審

査
請
求
事
件
に
つ
い
て
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
（
以
下
「
諮
問
実

施
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す

る
公
開
決
定
等
に
係
る
公
文
書
（
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
公
文
書
を
い
う
。
）
（
以
下
「
決
定
公
文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
個
人
情

報
保
護
法
第
７
８
条
第
１
項
第
４
号
、
第
９
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第
１
０

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
若
し
く
は
利
用
停
止

決
定
等
に
係
る
保
有
個
人
情
報
（
個
人
情
報
保
護
法
第
６
０
条
第
１
項
に
規

定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
（
以
下
「
決
定
保
有
個
人
情
報
」
と
い

う
。
）
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人

も
、
審
査
会
に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
決
定
公
文
書
の
公
開
又
は
決
定
保

有
個
人
情
報
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
～
４

略

（
審
査
会
の
調
査
権
限
）

第
６
条

審
査
会

は
、
第
２
条
第
１
号
又
は
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
審

査
請
求
事
件
」
と
い
う
。
）
の
調
査
審
議
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
審
査
請
求
事
件
に
つ
い
て
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
（
以
下
「
諮
問
実

施
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す

る
公
開
決
定
等

に
係
る
公
文
書
（
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

る
公
文
書
を
い

う
。
）
（
以
下
「
決
定
公
文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
個
人
情

報
保
護
条
例
第

２
０
条
第
１
項
、
第
２
８
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
５
条
第

１
項
に
規
定
す

る
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
若
し
く
は
利
用
停
止
決
定
等

に
係

る
保

有
個

人
情

報
（

以
下
「

決
定

保
有

個
人

情
報

」
と

い
う

。
）
の

提

示
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
審
査
会

に
対
し
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
決
定
公
文
書
の
公
開
又
は
決
定
保
有
個
人
情
報

の
開
示
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
～
４

略
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大村市国民健康保険条例の改正概要（第２号議案関係）

１ 出産育児一時金の見直しについて

平均的な出産に要する費用が増加している状況に鑑み、出産に係る経済的負担を軽

減するため、健康保険法施行令が改正されたことに伴い、出産育児一時金の基本額に

ついて、以下のとおり改正するものである。

※１ 出産育児一時金とは、保険給付として国民健康保険の被保険者又はその被扶養

者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するために支給される一時金

※２ 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子どもとその

家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、重度脳性まひの原因分析を行い、

同様の事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、分娩に係る医療

事故の紛争の早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的とする制度

２ 施行期日

令和５年４月１日

出産育児一時金（※１） 改正前 改正後

基本額 ４０．８万円 ４８.８万円

産科医療補償制度掛金加算額の

上限額（※２）
１.２万円 １.２万円

総支給額 ４２万円 ５０万円
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大
村
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
新
旧
対
照

表
）

改
正
後

改
正
前

（
出
産
育
児
一
時
金
）

第
５
条
の
２

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
に
対
し
、
出
産
育
児
一
時

金
と
し
て
４
８
８
，
０
０
０
円
を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

市
長

が
健

康
保

険
法

施
行

令
(
大

正
１

５
年

勅
令

第
２

４
３

号
)
第

３
６

条
た

だ
し

書
の

規
定

を
勘

案
し

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
１
２
，
０
０
０
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
略

（
出
産
育
児
一
時
金
）

第
５
条
の
２

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
に
対
し
、
出
産
育
児
一
時
金
と
し
て
４
０
８
，
０
０
０
円
を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

市
長

が
健

康
保

険
法

施
行

令
(
大

正
１

５
年

勅
令

第
２

４
３

号
)
第

３
６

条
た

だ
し

書
の

規
定

を
勘

案
し

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
１
２
，
０
０
０
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
略
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大村市福祉医療費の支給に関する条例の改正概要（第３号議案関係）

１ 改正の理由

子どもに係る福祉医療費の支給対象者及び現物給付方式の対象者を拡大するため、

以下のとおり改正するものである。

２ 改正の内容

(1) 子どもに係る福祉医療費の支給対象者の改正（第２条関係）

※上記の改正により増加する支給対象者数は約３，０００人

(2) 現物給付方式の対象者の改正（第６条関係）

３ 施行期日

(1) 令和５年４月１日（上記２の(1)）

(2) 令和５年１０月１日（上記２の(2)）

改正前 改正後

満１５歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの者

満１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの者

改正前 改正後

満６歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの者

満１５歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの者
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大
村
市
福
祉
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条

例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
用
語
の
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
1
)
略

(
2
)

子
ど

も
満

１
８

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

３
１

日
ま

で

の
者
を
い
う
。

(
3
)
～
(
1
9
)
略

（
支
給
の
方
法
）

第
６
条

略

２
略

３
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
は
、
対
象
者
（
満
１
５
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
者
に
限
る
。
）
が
市
長
が
定
め
る

保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
保
険
給
付
を
受
け
た
と
き
は
、
受
給
資
格
者
等

が
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
べ
き
負
担
金
に
つ
い
て
、
福
祉
医
療
費

と
し
て
当
該
受
給
資
格
者
等
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当

該
受
給
資
格
者
等
に
代
わ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の
請
求
に
基
づ
き
支

払
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
略

（
用
語
の
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
1
)
略

(
2
)

子
ど

も
満

１
５

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

３
１

日
ま

で

の
者
を
い
う
。

(
3
)
～
(
1
9
)
略

（
支
給
の
方
法
）

第
６
条

略

２
略

３
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
は
、
対
象
者
（
満
６
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
者
に
限
る
。
）
が
市
長
が
定
め
る
保

険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
保
険
給
付
を
受
け
た
と
き
は
、
受
給
資
格
者
等
が

当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
べ
き
負
担
金
に
つ
い
て
、
福
祉
医
療
費
と

し
て
当
該
受
給
資
格
者
等
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該

受
給
資
格
者
等
に
代
わ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の
請
求
に
基
づ
き
支
払

う
こ
と
が
で
き
る
。

４
略
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大
村
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
設
置
）

第
１

条
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
（

平
成

２
４

年
法

律
第

６
５

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
７

２
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
大

村
市

子
ど

も
・

子
育

て
会

議
（

以
下

「
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

（
所
掌
事
務
）

第
２
条

子
ど
も
・
子
育
て
会

議
は
、
法
第
７
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事

務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
１

条
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
（

平
成

２
４

年
法

律
第

６
５

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
大

村
市

子
ど

も
・

子
育

て
会

議
（

以
下

「
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

（
所
掌
事
務
）

第
２
条

子
ど
も
・
子
育
て
会

議
は
、
法
第
７
７
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事

務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
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大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の改正概要（第５号議案関係）

１ 改正の理由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の改

正に伴い、当該省令に従い、又は参酌して本市の条例で定める事項について改正するもので

ある。

２ 主な改正の内容

(1) 安全計画の策定等に関する規定の追加（第７条の２関係）

家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等における安全計画を策定し、必要な措置を

講じなければならないこと等を定める。

(2) 自動車を運行する場合の所在の確認に関する規定の追加（第７条の３関係）

ア 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳

幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することがで

きる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならないことを定める。

イ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の送迎を目的と

した自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児

の見落としを防止する装置を備え、これを用いて利用乳幼児の所在の確認（降車の際に

限る。）をしなければならないことを定める。

(3) 懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定の削除（第１３条関係）

児童福祉法の一部改正により、懲戒に係る権限についての規定が削除されたことに伴い、

本条例における当該権限の濫用禁止を規定した条文を削除する。

３ 施行期日

令和５年４月１日（上記２の(3)については、公布の日）
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大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
安
全
計
画
の
策
定
等
）

第
７
条
の
２

家
庭
的
保
育
事

業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
を
図

る
た
め
、
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
ご
と
に
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の

設
備

の
安

全
点

検
、

職
員

、
利

用
乳

幼
児

等
に

対
す

る
事

業
所

外
で

の
活

動
、
取
組
等
を
含
め
た
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生

活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
家
庭
的

保
育
事
業
所
等
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
職
員
に
対
し

、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す

る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児

の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護

者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取

組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
定
期
的
に
安

全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必

要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
７
条
の
３

家
庭
的
保
育
事

業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
の
事
業
所
外
で
の
活

動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動

車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
利
用
乳
幼
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ

の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ

り
、
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保

育
事
業
所
を
除
く
。
）
は
、
利

用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
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改
正
後

改
正
前

座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の

座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に

利
用

乳
幼

児
の

見
落

と
し

の
お

そ
れ

が
少

な
い

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の

車
内
の
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い

て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
利
用
乳
幼
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他

の
社

会
福

祉
施

設
等

を
併

せ
て

設
置

す
る

と
き

の
設

備
及

び
職

員
の

基

準
）

第
１
０
条

家
庭
的
保
育
事
業

所
等
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設

置
す
る
と
き
は
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
必
要
に
応

じ
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部
を
併
せ
て
設
置
す

る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
１
３
条

削
除

（
衛
生
管
理
等
）

第
１
４
条

略

２
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
家
庭
的
保
育

事
業
所
等
に
お
い
て
感
染
症
又

は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染

症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症

（
他

の
社

会
福

祉
施

設
等

を
併

せ
て

設
置

す
る

と
き

の
設

備
及

び
職

員
の

基

準
）

第
１
０
条

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設

置
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
設
備
及
び
職

員
の
一
部
を
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
及
び
職
員
に

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
育
室
及
び
各
事
業
所
に
特
有
の
設
備

並
び
に
利
用
乳
幼
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
）

第
１
３
条

家
庭
的
保
育
事
業

者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
法
第
４
７
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
利
用
乳
幼
児
の
福
祉
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権

限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
１
４
条

略

２
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
家
庭
的
保

育
事
業
所
等
に
お
い
て
感
染
症
又

は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ 14 ）



改
正
後

改
正
前

の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

略
３
～
５

略

（ 15 ）



大
村
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

第
４
条

略

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
ご
と

の
利
用
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
あ
っ
て
は
、
満
１
歳
に
満
た
な
い
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
満
１
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
区
分
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(1
)
認
定
こ
ど
も
園

法
第
１
９
条
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

の
区
分

(2
)
幼
稚
園

法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分

(3
)
保
育
所

法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
及
び
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
６
条

略

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園

又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に

利
用
し
て
い
る
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る

場
合

に
お

い
て

は
、

抽
選

、
申

込
み

を
受

け
た

順
序

に
よ

り
決

定
す

る
方

法
、

当
該

特
定

教
育

・
保

育
施

設
の

設
置

者
の

教
育

・
保

育
に

関
す

る
理

念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
選
考
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
４
条

略

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
ご
と

の
利
用
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
１
９
条
第
１
項
第
３

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
あ
っ
て
は
、
満
１
歳
に
満
た

な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
満
１
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

区
分
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(1
)
認
定
こ
ど
も
園

法
第
１
９
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
の
区
分

(2
)
幼
稚
園

法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
区
分

(3
)
保
育
所

法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
区
分
及
び
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
の
区
分

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
６
条

略

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も

園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項

第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る

教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の

同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を

超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す

る
方
法
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
教
育
・
保
育
に
関
す
る

理
念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
選
考
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ 16 ）



改
正
後

改
正
前

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園

又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育

施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、

教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状

況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
教
育
・
保
育

給
付

認
定

子
ど

も
が

優
先

的
に

利
用

で
き

る
よ

う
、

選
考

す
る

も
の

と
す

る
。

４
・
５

略

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

第
７
条

略

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園

又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
１
９
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３

項
（
同
法
附
則
第
７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で

き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
資
格
等
の
確
認
）

第
８
条

特
定
教
育
・
保
育
施

設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
求
め
ら
れ

た
場
合
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
提
示
す
る
支
給
認
定
証
に
よ

っ
て
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
無
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の

該
当
す
る
法
第
１
９
条
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
、
教

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も

園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項

第
２

号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
及

び
当

該
特

定
教

育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数

が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お

い
て
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家

族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も

の
と
す
る
。

４
・
５

略

（
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

第
７
条

略

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も

園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

に
係
る
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４

条
第
３
項
（
同
法
附
則
第
７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対

し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
資
格
等
の
確
認
）

第
８
条

特
定
教
育
・
保
育
施

設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
求
め
ら
れ

た
場
合
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
提
示
す
る
支
給
認
定
証
に
よ

っ
て
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
無
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の

該
当
す
る
法
第
１
９
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

（ 17 ）



改
正
後

改
正
前

育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
効
期
間
及
び
保
育
必
要
量
等
を
確
か
め
る
も
の
と

す
る
。

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
）

第
１
３
条

略

２
・
３

略

４
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
３
項
の
支

払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定

教
育
・
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
食
事
の
提
供
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用

ア
次

の
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
満

３
歳

以
上

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

の
う

ち
、

そ
の

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

及
び

当
該

教
育

・

保
育

給
付

認
定

保
護

者
と

同
一

の
世

帯
に

属
す

る
者

に
係

る
市

町
村

民

税
所

得
割

合
算

額
が

そ
れ

ぞ
れ

(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

定
め

る
金

額
未

満
で

あ

る
も
の
に
対
す
る
副
食
の
提
供

(
ｱ
)
法

第
１

９
条

第
１

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

７
７
，
１
０
１
円

(
ｲ
)
法

第
１

９
条

第
２

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
（

特
定

満
３

歳
以

上
保

育
認

定
子

ど
も

を
除

く
。

イ
(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
５

７
，

７
０

０
円

（
第

４
条

第
２

項
第

６
号

に
規

定
す

る
特

定
教

育
・

保
育

給
付

認
定

保
護
者
に
あ
っ
て
は
、
７
７
，
１
０
１
円
）

イ
次

の
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
満

３
歳

以
上

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

の
う

ち
、

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

又
は

小
学

校
第

３
学

年
修

了

前
子

ど
も

(
小

学
校

、
義

務
教

育
学

校
の

前
期

課
程

又
は

特
別

支
援

学

校
の

小
学

部
の

第
１

学
年

か
ら

第
３

学
年

ま
で

に
在

籍
す

る
子

ど
も

を

分
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
効
期
間
及
び
保
育
必
要
量
等
を
確
か
め
る

も
の
と
す
る
。

（
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
）

第
１
３
条

略

２
・
３

略

４
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
３
項
の

支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定

教
育
・
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
食
事
の
提
供
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用

ア
次

の
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
満

３
歳

以
上

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

の
う

ち
、

そ
の

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

及
び

当
該

教
育

・

保
育

給
付

認
定

保
護

者
と

同
一

の
世

帯
に

属
す

る
者

に
係

る
市

町
村

民

税
所

得
割

合
算

額
が

そ
れ

ぞ
れ

(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

定
め

る
金

額
未

満
で

あ

る
も
の
に
対
す
る
副
食
の
提
供

(
ｱ
)

法
第

１
９

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に

該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

７
７
，
１
０
１
円

(
ｲ
)

法
第

１
９

条
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に

該
当

す
る

教
育

・
保

育
給
付

認
定

子
ど

も
（

特
定

満
３

歳
以

上
保

育

認
定

子
ど

も
を

除
く

。
イ

(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
５

７
，

７
０

０
円

（
令

第
４

条
第

２
項
第

６
号

に
規

定
す

る
特

定
教

育
・

保
育

給

付
認
定
保
護
者
に
あ
っ
て
は
、
７
７
，
１
０
１
円
）

イ
次

の
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
満

３
歳

以
上

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

の
う

ち
、

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

又
は

小
学

校
第

３
学

年
修

了

前
子

ど
も

(
小

学
校

、
義

務
教

育
学

校
の

前
期

課
程

又
は

特
別

支
援

学

校
の

小
学

部
の

第
１

学
年

か
ら

第
３

学
年

ま
で

に
在

籍
す

る
子

ど
も

を
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改
正
後

改
正
前

い
う

。
以

下
イ

に
お

い
て

同
じ

。
)
が

同
一

の
世

帯
に

３
人

以
上

い
る

場
合

に
そ

れ
ぞ

れ
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

定
め

る
者

に
該

当
す

る
も

の
に

対
す

る
副
食
の
提
供
(ア

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
)

(
ｱ
)
法
第

１
９

条
第

１
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

又
は

小
学

校
第

３
学

年
修

了
前

子
ど

も
（

そ
の

う
ち

年
長

者
及

び
２

番

目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者

(
ｲ
)
法
第

１
９

条
第

２
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
に

該
当

す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

（
そ

の
う

ち
年

長
者

及
び

２
番

目
の

年
長

者
で

あ
る

者
を

除
く

。
）

で

あ
る
者

ウ
略

(4
)・

(5
)
略

５
・
６

略

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）

第
１
５
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心

身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
幼
稚
園

幼
稚
園
教
育
要
領
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２

６
号

)
第

２
５

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
文

部
科

学
大

臣
が

定
め

る
幼

稚
園
の
教
育
課
程
そ
の
他
の
教
育
内
容
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
)

(4
)
略

２
略

（
運
営
規
程
）

い
う

。
以

下
イ

に
お

い
て

同
じ

。
)
が

同
一

の
世

帯
に

３
人

以
上

い
る

場
合

に
そ

れ
ぞ

れ
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

定
め

る
者

に
該

当
す

る
も

の
に

対
す

る
副
食
の
提
供
(ア

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
)

(
ｱ
)
法
第

１
９

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に

該
当

す
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

負
担

額
算

定
基

準
子

ど

も
又

は
小

学
校

第
３

学
年

修
了

前
子

ど
も

（
そ

の
う

ち
年

長
者

及

び
２
番
目
の
年
長
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者

(
ｲ
)
法
第

１
９

条
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に

該
当

す
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

負
担

額
算

定
基

準
子

ど

も
（

そ
の

う
ち

年
長

者
及

び
２

番
目

の
年

長
者

で
あ

る
者

を
除

く
。
）
で
あ
る
者

ウ
略

(4
)・

(5
)
略

５
・
６

略

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）

第
１
５
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心

身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(1
)・

(2
)
略

(3
)
幼
稚
園

幼
稚
園
教
育
要
領
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２

６
号

)
第

２
５

条
の

規
定

に
基

づ
き

文
部

科
学

大
臣

が
定

め
る

幼
稚

園
の

教
育
課
程
そ
の
他
の
教
育
内
容
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
)

(4
)
略

２
略

（
運
営
規
程
）
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改
正
後

改
正
前

第
２
０
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

の
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
(
第

２
３

条
に

お
い

て
「

運
営

規
程

」
と

い

う
。
)
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(3
)
略

(4
)
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
う
日
（
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係

る
利
用
定
員
を
定
め
て
い
る
施
設
に

あ
っ
て
は
、
学
期
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
時
間

並
び
に
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
わ
な
い
日

(5
)～

(1
1)

略

第
２
６
条

削
除

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）

第
３
５
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る

場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
及
び

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第
２
号
に
掲
げ
る

第
２
０
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

の
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
（

第
２

３
条

に
お

い
て

「
運

営
規

程
」

と
い

う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)～

(3
)
略

(4
)
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
う
日
（
法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
係
る
利
用
定
員
を
定
め
て
い
る

施
設
に
あ
っ
て
は
、
学
期
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
時
間
並
び
に
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
わ
な
い
日

(5
)～

(1
1)

略

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
）

第
２
６
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
保
育

所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
た
る
特
定
教
育
・
保
育

施
設
の
管
理
者
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
児
童
福
祉
法
第

４
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も

の
福

祉
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
採

る
と

き
は

、
身

体
的

苦
痛

を
与

え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）

第
３
５
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
項
第
２
号
に
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改
正
後

改
正
前

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数

が
、
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１
９
条
第
２

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
２
８
条
第
１
項
の
特
例
施
設
型
給
付

費
を

い
う

。
次

条
第

３
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
、

そ
れ

ぞ
れ

含
む

も
の

と

し
て
、
本
章
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育

施
設

（
認

定
こ

ど
も

園
又

は
幼

稚
園

に
限

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育
を
提
供

し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
１
３
条
第
２
項
中

「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２
８
条

第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

額
」

と
、

同
条

第
４

項
第

３
号

イ
(
ｱ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受

け
る

者
を

除
く

。
）

」
と

、
同

号
イ

(
ｲ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受

け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
３
６
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

の
総
数
が
、
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１
９

条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総

数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給

付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
２
８
条
第
１
項
の
特
例
施
設
型
給
付

費
を

い
う

。
次

条
第

３
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
、

そ
れ

ぞ
れ

含
む

も
の

と

し
て
、
本
章
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育

施
設

（
認

定
こ

ど
も

園
又

は
幼

稚
園

に
限

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育
を
提
供

し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
１
３
条
第
２
項
中

「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２
８
条

第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

額
」

と
、

同
条

第
４

項
第

３
号

イ
(
ｱ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受

け
る

者
を

除
く

。
）

」
と

、
同

号
イ

(
ｲ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受

け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
３
６
条

特
定
教
育
・
保
育

施
設
（
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
特
別
利
用
教
育
を
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改
正
後

改
正
前

る
場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
教
育
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
及
び

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第
１
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数

が
、
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１
９
条
第
１

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給

付
費

に
は

特
例

施
設

型
給

付
費

を
、

そ
れ

ぞ
れ

含
む

も
の

と
し

て
、

本
章

（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１

９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
、

「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認

定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
第
１
３
条
第
２
項
中
「
法
第
２

７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
２
８
条
第
２
項
第

３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、

同
条

第
４

項
第

３
号

イ
(
ｱ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」

と
あ

る

の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含

む
。

）
」

と
、

同
号

イ
(
ｲ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」

と
あ

る

の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除

提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
３
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
教
育
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
項
第
１
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

の
総
数
が
、
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
１
９

条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
総

数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提

供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給

付
費

に
は

特
例

施
設

型
給

付
費

を
、

そ
れ

ぞ
れ

含
む

も
の

と
し

て
、

本
章

（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１

９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど

も
」

と
、

「
同

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
第
１
３
条

第
２
項
中
「
法
第
２
７
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
２
８
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し

た
費

用
の

額
」

と
、

同
条

第
４

項
第

３
号

イ
(
ｱ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認

定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教

育
を

受
け

る
者

を
含

む
。

）
」

と
、

同
号

イ
(
ｲ
)
中

「
教

育
・

保
育

給
付

認

定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
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改
正
後

改
正
前

く
。
）
」
と
す
る
。

第
３
７
条

略

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域

型
保
育
の
種
類
及
び
当
該
特
定

地
域
型
保
育
の
種
類
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下

「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
法
第
１
９
条
第
３
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
（
事
業
所
内
保
育
事
業

を
行
う
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
第
４
２
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
当
該
事
業
所
内
保
育
事
業
を
自

ら
施
設
を
設
置
し
て
行
う
事
業
主
に
係
る
当
該
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
（
当

該
事
業
所
内
保
育
事
業
が
、
事
業
主
団
体
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
事
業
主

団
体
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
と
し
、
共
済
組
合
等
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項
第

１
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
共

済
組

合
等

の
構

成
員

（
同

号
ハ

に
規

定
す

る
共

済
組

合
等

の
構

成
員

を
い

う
。
）
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
す
る
。
）
及
び
そ
の
他
の
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
ご
と
に
定
め
る
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
と
す
る
。
）
を
、
満
１
歳
に
満
た
な
い
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
と
満
１
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
区
分
し
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
３
９
条

略

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
３

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に

利
用
し
て
い
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
が
、
当
該
特

育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

第
３
７
条

略

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地

域
型
保
育
の
種
類
及
び
当
該
特
定

地
域
型
保
育
の
種
類
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下

「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
法
第
１
９
条
第
１
項

第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
（
事
業
所
内
保

育
事
業
を
行
う
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
第
４
２
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の

監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
当
該
事
業
所
内
保
育
事

業
を
自
ら
施
設
を
設
置
し
て
行
う
事
業
主
に
係
る
当
該
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
（
当
該
事
業
所
内
保
育
事
業
が
、
事
業
主
団
体
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

事
業
主
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
と
し
、
共
済
組
合
等
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
１

２
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
共
済
組
合
等
の
構
成
員
（
同
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
の
構
成
員

を
い
う
。
）
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
す
る
。
）
及
び
そ
の
他

の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
ご
と
に
定
め
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
３
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
と
す
る
。
）
を
、
満
１
歳
に

満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
満
１
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

に
区
分
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
）

第
３
９
条

略

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
利
用
の

申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１

項
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所

を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上

保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
が
、
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改
正
後

改
正
前

定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に

係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認

定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育

を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が

優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

略

（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
１
条

特
定
地
域
型
保
育

事
業
者
が
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別

利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規
定
す

る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
１
９

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
満
３
歳

未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と

な
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
３
０
条

第
１

項
の

特
例

地
域

型
保

育
給

付
費

を
い

う
。

次
条

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
（
第
４
０
条
第
２
項
を
除

き
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及

当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の

区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
・
保
育

給
付

認
定

に
基

づ
き

、
保

育
の

必
要

の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定

子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

略

（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
１
条

特
定
地
域
型
保
育

事
業
者
が
法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対

し
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に

規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
１
９

条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る

満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地

域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の

対
象
と
な
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３

７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も

の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
３
０
条

第
１

項
の

特
例

地
域

型
保

育
給

付
費

を
い

う
。

次
条

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
（
第
４
０
条
第
２
項
を
除

き
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で
（
第
１
０
条
及
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改
正
後

改
正
前

び
第
１
３
条
を
除
く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１
９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条

か
ら
第
３
３
条
ま
で
を
含
む
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
３
９
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み

に
係
る
法
第
１
９
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の

は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
」
と
、
「
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育

認
定

子
ど

も
を

除
く

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

同
じ

。
）

」
と

あ
る

の
は

「
同
号
又
は
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
第
５
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用

地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育

の
対
象
と
な
る
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る

小
学

校
就

学
前

子
ど

も
の

区
分

」
と

、
「

教
育

・
保

育
給

付
認

定
に

基
づ

き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る

必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に

利
用
で
き
る
よ
う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ

り
決

定
す

る
方

法
、

当
該

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

の
保

育
に

関
す

る
理

念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に
よ
り
」
と
、
第
４

３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
１
９

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同

条
第

２
項

中
「

法
第

２
９

条
第

３
項

第
１

号
に

掲
げ

る
額

」
と

あ
る

の
は

「
法
第
３
０
条
第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算

定
し

た
費

用
の

額
」

と
、

同
条

第
３

項
中

「
前

２
項

」
と

あ
る

の
は

「
前

項
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
前
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
項
」
と
、
「
掲

げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事
の
提
供
（
第
１
３
条
第

び
第
１
３
条
を
除
く
。
）
、
第
１
７
条
か
ら
第
１
９
条
ま
で
及
び
第
２
３
条

か
ら
第
３
３
条
ま
で
を
含
む
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
３
９
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み

に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と

あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
、
「
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
特
定
満

３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
第
５
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
利
用

地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
」

と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
同

項
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
、
「
教
育
・
保
育

給
付

認
定

に
基

づ
き

、
保

育
の

必
要

の
程

度
及

び
家

族
等

の
状

況
を

勘
案

し
、
保
育
を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定

子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
」
と
あ
る
の
は
「
抽
選
、
申
込
み

を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の

保
育
に
関
す
る
理
念
、
基
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正
な
方
法
に

よ
り
」
と
、
第
４
３
条
第
１
項
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
あ

る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象

と
な
る
法
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該

当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護

者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
法
第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に
掲

げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
０
条
第
２
項
第
２
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が

定
め

る
基

準
に

よ
り

算
定

し
た

費
用

の
額

」
と

、
同

条
第

３
項

中
「

前
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
前
３
項
」
と
あ
る
の
は

「
前
２
項
」
と
、
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食
事
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改
正
後

改
正
前

４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
」
と
、

同
条
第
５
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
項
」
と
す
る
。

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
２
条

特
定
地
域
型
保
育

事
業
者
が
法
第
１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
定

利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規
定
す

る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
１
９

条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
同
条
第

３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
（
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
１
９

条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

４
３

条
第

１
項

中
「

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

」
と

あ
る

の
は

「
教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第

１
９
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育

給
付
認
定
子
ど
も
（
特
定
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に
限
る
。
）
に
係

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
法

の
提
供
（
第
１
３
条
第
４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
要

す
る

費
用

」
と

、
同

条
第

５
項

中
「

前
各

項
」

と
あ

る
の

は
「

前
３

項
」
と
す
る
。

（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
）

第
５
２
条

特
定
地
域
型
保
育

事
業
者
が
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対

し
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
４
６
条
第
１
項
に

規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
１
９

条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る

同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
（
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提

供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法

第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
）
の
総
数
が
、
第
３
７
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型

保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地
域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保

育
を
、
地
域
型
保
育
給
付
費
に
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

４
３

条
第

１
項

中
「

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

」
と

あ
る

の
は

「
教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第

１
９

条
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
（

特
定

満
３

歳
以

上
保

育
認

定
子

ど
も

に
限

る
。
）
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
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改
正
後

改
正
前

第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
３
０
条
第
２

項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」

と
、
同
条
第
４
項
中
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
費
用
及
び
食

事
の
提
供
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
特
定
満
３
歳
以
上
保
育

認
定
子
ど
も
に
対
す
る
も
の
及
び
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
４

条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
）

に
係
る
第
１
３
条
第
４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

要
す
る
費
用
」
と
す
る
。

２
項
中
「
法
第
２
９
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

３
０
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た

費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
掲
げ
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る

費
用
及
び
食
事
の
提
供
（
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
特
定
満
３

歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
も
の
及
び
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
（
令
第
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

を
い
う
。
）
に
係
る
第
１
３
条
第
４
項
第
３
号
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
」
と
す
る
。

（ 27 ）



大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の改正概要（第７号議案関係）

１ 改正の理由

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）

の改正に伴い、当該省令を参酌して本市の条例で定める事項について改正するものである。

２ 主な改正の内容

(1) 安全計画の策定等に関する規定の追加（第６条の２関係）

放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所における安全計画を策定し、

必要な措置を講じなければならないこと等を定める。

(2) 自動車を運行する場合の所在の確認に関する規定の追加（第６条の３関係）

放課後児童健全育成事業者は、利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者

の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法に

より、利用者の所在を確認しなければならないことを定める。

(3) 業務継続計画の策定等に関する規定の追加（第１２条の２関係）

放課後児童健全育成事業者は、感染症や非常災害の発生時等の放課後児童健全育成事業

所における業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと等

を定める。

３ 施行期日

令和５年４月１日
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大
村
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
安
全
計
画
の
策
定
等
）

第
６
条
の
２

放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
を

図
る
た
め
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
所
の
設
備
の
安
全
点
検
、
職
員
、
利
用
者
等
に
対
す
る
事
業
所

外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
で
の
生
活

そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研
修
及
び
訓

練
そ
の
他
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策

定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
職
員

に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用

者
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保

護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く

取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
定
期

的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
６
条
の
３

放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
の
事
業
所
外
で
の

活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
利
用
者
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車

を
運
行
す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の

利
用
者
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
者

の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

（ 29 ）



改
正
後

改
正
前

第
１
２
条
の
２

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
所
ご
と
に
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対

す
る
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で

早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継

続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
職
員

に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
定
期

的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
１
３
条

略

２
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お

い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員

に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修

並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
略

（
衛
生
管
理
等
）

第
１
３
条

略

２
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お

い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
略
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大村市奨学基金条例の改正概要（第８号議案関係）

１ 改正の理由

高等学校、高等専門学校又は専修学校（高等課程に限る。）（以下「高等学校等」

という。）に在学中の者に対する奨学金について、貸与月額を選択できるよう改正す

るとともに、所要の改正を行うものである。

２ 主な改正の内容

(1) 奨学金の月額（第６条関係）

（改正前） （改正後）

※規則で定める額…１０，０００円、２０，０００円及び３０，０００円を想定

(2) 奨学金の返還期間及び返還方法（第１４条関係）

ア 奨学金の返還期間

（改正前） （改正後）

イ 奨学金の返還方法

（改正前） （改正後）

※その他の割賦…２か月に１度の返還、月賦及び半年賦の併用等を想定

３ 施行期日

令和５年４月１日

高等学校等 １０，０００円

大学等 ３０，０００円

高等学校等
貸与期間の２倍の期間内

大学等

高等学校等 貸与期間の３倍の期間内

大学等 貸与期間の２倍の期間内

高等学校等 月賦、半年賦、年賦その他

の割賦（※）大学等

高等学校等
月賦、半年賦又は年賦

大学等

高等学校等
３０，０００円の範囲内

で規則で定める額（※）

大学等 ３０，０００円
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大
村
市
奨
学
基
金
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
貸
与
資
格
）

第
５
条

こ
の
条
例
に
よ
り
学
資
の
貸
与

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

ア
市
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

イ
本

人
と

生
計

を
一

に
す

る
者

で
市

長
が

認
め

る
も

の
が

市
内

に
住

所
を
有
す
る
こ
と
。

(
2
)
・
(
3
)
略

（
奨
学
金
の

額
）

第
６
条

貸
与
す
る
学
資
（
以
下
「
奨
学
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
奨
学

金
の
貸
与

を
受
け
る
者
（
以
下
「
奨
学
生
」
と
い
う
。
）
１
人
に
つ
き
、
次

の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(
1
)
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に
限
る
。
）

に
在
学
中
の
者

３
０
，
０
０
０
円
の
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
額

(
2
)
略

（
奨
学
生
の
願
い
出
）

第
８
条

略

２
前
項
の
願
書
に
は
、
本
人
の
保
護
者
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
と
し
て
市
長

が
適
当
と
認
め
る
者
の
保
証
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
奨
学
金
の

返
還
）

第
１
４
条

奨
学
金
は
、
貸
与
期
間
の
終
了
し
た
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
を

経
過

し
た

後
第

６
条

第
１

号
に

規
定

す
る

者
に

あ
っ

て
は

貸
与

期
間

の
３

倍
の
期
間

内
に
、
同
条
第
２
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
貸
与
期
間
の
２

（
貸
与
資
格
）

第
５
条

こ
の
条

例
に
よ
り
学
資
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
大
村
市
民
又
は
そ
の
子
女
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
・
(
3
)
略

（
奨
学
金
の
額
）

第
６
条

貸
与
す

る
学
資
（
以
下
「
奨
学
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
奨
学

金
の
貸
与
を
受

け
る
者
（
以
下
「
奨
学
生
」
と
い
う
。
）
１
人
に
つ
き
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(
1
)
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に
限
る
。
）

に
在
学
中
の
者

１
０
，
０
０
０
円

(
2
)
略

（
奨
学
生
の
願
い
出
）

第
８
条

略

２
前
項
の
願
書
に
は
、
本
人
の
保
護
者
及
び
市
長
が
適
当
と
認
め
る
者
の
保

証
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
奨
学
金
の
返
還

）

第
１
４
条

奨
学

金
は
、
貸
与
期
間
の
終
了
し
た
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
を

経
過
し
た
後
貸

与
期
間
の
２
倍
の
期
間
内
に
月
賦
、
半
年
賦
又
は
年
賦
の
方

法
で
、
全
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
額
又
は
一
部
を
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改
正
後

改
正
前

倍
の
期
間

内
に
月
賦
、
半
年
賦
、
年
賦
そ
の
他
の
割
賦
の
方
法
で
、
全
額
を

返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
額
又
は
一
部
を
繰
上
返
還
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

繰
上
返
還
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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大
村
市
事
務
分
掌
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
分
掌
事
務
）

第
２
条

前
条
の
部
及
び
課
に

お
い
て
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

秘
書
課

略

企
画
政
策
部

略

総
務
部

略

財
政
部

略

市
民
環
境
部

略

福
祉
保
健
部

略

こ
ど
も
未
来
部

略

産
業
振
興
部

(1
)・

(2
)
略

(3
)
交
通
政
策
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)・

(5
)
略

都
市
整
備
部

(1
)
略

(2
)
都
市
計
画
及
び
新
幹
線
関
連
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)・

(4
)
略

（
分
掌
事
務
）

第
２
条

前
条
の
部
及
び
課
に

お
い
て
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

秘
書
課

略

企
画
政
策
部

略

総
務
部

略

財
政
部

略

市
民
環
境
部

略

福
祉
保
健
部

略

こ
ど
も
未
来
部

略

産
業
振
興
部

(1
)・

(2
)
略

(3
)
交
通
政
策
に
関
す
る
こ
と
（
新
幹
線
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

(4
)・

(5
)
略

都
市
整
備
部

(1
)
略

(2
)
都
市
計
画
及
び
新
幹
線
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)・

(4
)
略
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工事施行に関する基本協定の変更について（第１０号議案関係）

１ 工 事 名 大村線竹松・諏訪駅間新大村（仮称）新駅他新設工事

２ 協定の相手方 福岡市博多区博多駅前三丁目２５番２１号

九州旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 古宮 洋二

３ 主な変更理由 (1) 信号通信設備新設工事について、新大村駅の設置に伴い、

大村線全線の運行管理システム等の改修を想定していたが、

同駅前後の踏切内の制御装置の改修のみで足りるため、費用

を減額する。

(2) 出改札設備新設工事について、自動出改札設備の設置に伴

い、九州旅客鉄道株式会社における改札システムの改修が必

要となったが、市の負担分が減額されたため、費用を減額す

る。

４ 経 過

協定金額 変更金額 工期

当初協定

(令和2年6月12日議決)
769,454,000 円 －

令和2年6月12日から

令和4年9月30日まで

第１回変更協定

(令和3年12月17日議決)
601,351,000 円 △168,103,000 円

令和2年6月12日から

令和5年3月31日まで

今回変更協定 541,149,779 円 △60,201,221 円 同上
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大村公園内の樹木の枝による自動車破損事故について（報告第１号関係）

１ 経緯

令和４年１１月１８日午後８時３０分頃、 氏（以下「相手方」という。）所

有の普通自動車が市道大村公園線を走行中、折れて市道上に垂れ下がっていた大村

公園内の樹木の枝に接触し、ルーフパネルを損傷した。

２ 事故の原因及び処理

事故の原因は、樹木の折れ枝の発見が遅れ、伐採等の安全対策を講じていなかっ

たためである。

事故発生後、相手方と事後措置について協議を行い、下記３のとおり示談した。

なお、当該樹木の枝については伐採した。

３ 示談内容

大村市は、相手方に対し、修理費の全額１１５，６７６円（全額保険対応）を損

害賠償金として支払う。
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詳細図１（平面図）

報告第１号関係資料

市道大村公園線

事故発生場所

大村公園

詳細図２（前面図）

相手方車

大村公園
相手方車

長崎県教育センター

大村公園

市道 大村公園

約 1.7ｍ

約 2.0ｍ
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